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兵庫労働局（局長 鈴木 一光）では、このたび、兵庫県内における令和３年１月から１２月までの労働

災害発生状況を取りまとめましたので公表します。   

兵庫労働局では、平成 29 年（2017 年）に発生した労働災害による死亡者数を、５年後である令和４年

（2022 年）に 15％以上減少（25 人以下）、休業４日以上の死傷者数（以下「死傷者数」）を５％以上減少

（4,554 人以下）とすることとした「兵庫第 13 次労働災害防止推進５か年計画」（以下「13 次防」）に取り組

んでおります。 

 

令和３年（2021 年）の死亡者数は、40 人で、令和２年（2020 年）比（以下「前年比」）６人増加（＋9.7％）、

平成 29年比 10人増加（＋33.3％）となりました。 

死亡者数 40 人のうち 11 人は、新型コロナウイルス感染症り患（以下「感染症」）によるものであり、感

染症を除いた発生状況は、死亡者数29人、前年比４人減少（－12.1％）、平成29年比１人減少（－3.3％））

となります。 

死傷者数は 5,967 人（前年比 586 人増加（＋10.9％）、平成 29 年比 1,173人増加（＋24.5％））となりま

した。 

死傷者数 5,967 人のうち 876 人は、感染症によるものであり、感染症を除いた発生状況は、死傷者数

5,091人で、前年比 133人増加（＋2.7％）、平成 29年比 297人増加（＋6.2％））となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療保健業６割、社会福祉施設４割は感染症が占める 
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減少目標 死亡者数① 死亡者数②
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休業４日以上の死傷者数【全業種】

減少目標 死傷者数① 死傷者数②

  前年比＋６人（＋9.7％）  
  H29比＋10人（＋33.3％） 

感染症 

R2：423人 

R3：876人  

※ 青点線は災害減少目標値であります。 
※ 死亡者数、死傷者数 ： 2021年（R3）までは、確定値であります。  

①：感染者数を含んだ値。   ②：感染者数を除いた値。  

感染症 

R2：１人 

R3：11人  
  前年比-４人（-12.1％）  
  H29比-１人（-3.3％） 

  前年比＋586人（＋10.9％）  
  H29比＋1,173人（＋24.5％） 

  前年比＋133人（＋2.7％）  
  H29比＋297人（＋6.2％） 

※  死亡者数は死亡災害速報により集計。死傷者数は、事業者から提出される労働者死傷病報告書をもとに、休業４日以上の死傷者数を集計。 

なお、これらの件数に通勤中に発生した災害（通勤災害）の件数は含みません。 

（人） 
（人） 



 

第１ 業種別発生状況（死亡者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「その他の事業」の死亡者数 18 人のうち、９人は感染症であり、医療業、社会福祉施設、接客娯楽業、

清掃業で発生しています。 

 

 

業種別発生状況（死傷者数） 

   業種別の感染症による死傷者数は、全業種 876 人（14.5％）で、製造業 71 人（6.0％）、建設業 26 人

（5.4％）、小売業 21人（3.2％）、社会福祉施設 326人（36.8％）、飲食店７人（3.2％）、医療保健業 305人

（63.4％）であります。 

 

 

「業種別」 

（１）全業種  ４０人（前年比６人増加（＋17.6％） 平成 29年比１０人増加（＋33.3％）） 

（２）製造業   ８人（前年比３人増加（＋60.0％） 平成 29年比 増減なし（± 0.0％）） 

（３）建設業   ８人（前年比４人減少（－33.3％） 平成 29年比 ４人減少（－33.3％）） 

（４）陸上貨物運送事業  ５人（前年比２人増加（＋66.7％） 平成 29年比  １人増加（＋25.0％）） 

（５）港湾荷役業 ０人（前年比１人減少（－100.0％） 平成 29年比 １人減少（－100.0％）） 

（６）林 業   ０人（前年比１人減少（－100.0％） 平成 29年比  増減なし（± 0.0％）） 

（７）その他の事業１８人（前年比６人増加（＋50.0％） 平成 29年比１３人増加（＋260.0％）） 
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製造業 建設業 全業種

１「業種別」 

（１）全業種 5,967人（前年比 586人増加（＋10.9％） 平成 29年比 1,173人増加（＋24.5％）） 

（２）製造業 1,189人（前年比  70人増加（＋ 6.3％） 平成 29年比   30人増加（＋ 2.6％）） 

（３）建設業 482人（前年比   ７人減少（- 1.4％）  平成 29年比   ８人増加（＋1.7％）） 

（４）小売業  661人（前年比  64人増加（＋10.7％） 平成 29年比   83人増加（＋14.4％）） 

（５）社会福祉施設 886人（前年比 301人増加（＋51.5％） 平成 29年比  511人増加（＋136.2％）） 

（６）飲食店  216人（前年比   ２人増加（＋ 0.9％） 平成 29年比   24人増加（＋12.5％）） 

（７）医療保健業 481人（前年比  40人増加（＋9.1％）  平成 29年比  363人増加（＋307.6％）） 

P２ 

（人） 

（人） 



 

 

第２ 事故の型別発生状況 

事故の型別の死亡者数は、「その他（感染症）」11 人が最も多く、次いで「はさまれ・巻き込まれ」９人、

「墜落・転落」７人、「交通事故」４人、「転倒」２人、「飛来・落下」２人、「激突され」２人、「崩壊・倒壊」１

人、「高温・低温の物との接触（熱中症）」１人、「有害物との接触（中毒）」１人であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

事故の型 , 被災者数 , 構成比% 

【図１】 
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※  「事故の型」とは、傷病を受けるもととなった起因
物が関係した現象のことをいいます。例えば、機械を
修理中に手を挟まれたとか、ガス溶接作業をしていて
火傷したなど、災害発生の状況を「事故の型」として
示しています。 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「墜落・転落」の死亡者数は、令和３年に当局が実施した「ＳＴＯＰ！墜落・転落災害根絶キャンペーン」

の取組効果がみられ、前年の 12人から５人減少しています。（令和４年も継続して実施します。） 

「はさまれ・巻き込まれ」は、機械の点検、修理中に発生したものの他、敷地内で、トラック等の車両に

轢かれた場合も含まれています。 

 

  【事故の型別 死傷者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故の型別による死傷者数 5,967 人のうち、最も多く発生したのは、「転倒」※１で 1,361 人、次いで

「その他」984 人、「動作の反動・無理な動作」※２759 人、「墜落・転落」744 人、「はさまれ・巻き込まれ」

569人、「交通事故」307人などです。 

「転倒」と「動作の反動・無理な動作」は、「行動災害」といわれ、近年増加傾向にあり、死傷者数全

体の約４割（36％）を占めます。 

「その他」984人のうち、876人（89.0％）は感染症が占めています。 
 

※１ 「転倒」は、人がほぼ同一平面上でころぶ場合をいい、「つまづき」、「すべり」または「踏み外し」により倒れた場合です。 
※２ 「動作の反動・無理な動作」は、重い物を持ち上げて腰をぎっくりさせたように身体の動き、不自然な姿勢、動作の反動など

が起因して、すじをちがえる、くじき、ぎっくり腰およびこれに類似した状態になる場合をいいます。 
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２「事故の型別」 

（１）「墜落・転落」７人（前年比５人減少（-41.7％） 平成 29年比２人減少（-22.2％）） 

（２）「はさまれ・巻き込まれ」９人（前年比４人増加（＋80.0％） 平成 29年比５人増加（＋125.0％）） 

（３）「交通事故」 ４人（前年比１人減少（-20.0％） 平成 29年比１人減少（-20.0％）） 

（４）「転倒」   ２人（前年比１人増加（＋100.0％）平成 29年比増減なし（±0.0％）） 

（５）「飛来・落下」２人（前年比１人減少（-33.3％） 平成 29年比２人増加（-----％）） 

（６）「激突され」 ２人（前年比増減なし（±0.0％） 平成 29年比１人減少（-33.3％）） 

（７）「その他」 １１人（前年比７人増加（＋175.0％）平成 29年比９人増加（＋450.0％）） 

【兵庫労働局版リーフレット】 
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P４ 

「墜落・転落」、「はさまれ・巻き込まれ」、

「交通事故」は、長期的には減少傾向を示

していますが、「転倒」と「動作の反動・無理

な動作」は増加傾向にあります。 

「転倒」は７年連続して 1,000 人を超えて

おり、そのうち約４割は 60 歳以上の高年齢

労働者において発生しています。 
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【労働災害の減少に向けた今年度の取組】 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ｐ５ 

１ 「墜落・転落」災害の減少に向け、「ＳＴＯＰ！墜落・転落災害根絶キャンペーン」（令和４年

４月１日～令和５年３月 31日）を通して、フルハーネス型墜落制止用器具の適正な使用、職長

の確実な職務励行等について、兵庫労働局、労働基準監督署並びに労働災害防止団体等が協力

して、事業者に積極的に周知を図ります。 

 

２ 令和元年度からの当局の独自取組である「兵庫リスク低減ＭＳ運動」を今年度も積極的に展

開し、経営首脳者に対して職場の安全衛生への認識を深め、残留リスク（職場に潜在する危険

有害要因）管理などの取組を働きかけます。 

  特に令和４年度は、第三次産業における多店舗展開企業の本社・本部に対する取組を積極的

に実施し、第三次産業の労働災害による死傷者数の減少を図ります。 

 

３ 高齢化や就業構造の変化等に対応した「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ

ン」（エイジフレンドリーガイドライン）の周知に引き続き取り組みます。 

また、当局が作成した「転倒災害は労働災害です」のリーフレットを安全大会や研修会の他、

ハローワークの求人コーナーで配付するなど、あらゆる機会を通じて、転倒災害防止対策の重

要性を周知します。 

 

４ 「職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため ～取組の５つのポイント～を確認し

ましょう！」のリーフレットを使用して引き続き周知し、感染防止のための留意すべき事項の取り

組みを事業者に働きかけ、事業場の実態に即した実行可能な感染症拡大防止対策の周知を図ります。 

３「年代別」死亡者数 

10歳代[０人]、20歳代[０人]、30歳代[５人]、40歳代[９人]、50歳代[９人]、 

60歳代[６人]、70歳代[９人]、80歳代[２人] 

60歳未満[23人（57.5％）]、60歳以上[17人（42.5％）] 

 「年代別」死傷者数 

（１）60歳以上の死傷者数 1,482人（前年比 116人増加（＋8.5％）） 

（２）60歳以上の死傷者数 1,482人は、死傷者数全体の 24.8％（４人に１人）を占めます。 

（３）60歳以上の死傷者数のうち、製造業と建設業は減少傾向にありますが、陸上貨物運送事業

は 120人増加（＋16.5％）、小売業 241人増加（＋26.8％）、社会福祉施施設 252人増加（＋

37.0％）、飲食店 53人増加（＋20.5％）しています。 
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